高層建築物等変更届

令和　　年　　月　　日
総務大臣　殿

建築主住所

建築主氏名
　　　


　高層建築物等について、　　年　　月　　日届け出た事項を次のとおり変更するので、

第百二条の三第二項
電波法第百二条の三第六項の規定により、（別紙の図面を添えて）届けます。
　　　第百二条の四第二項

	１　建築主住所氏名

電話　　　　　　　　　　番

	２　届出済みの設置場所の位置（地名・地番または緯経度）



	３　変更の内容（新旧対照を含む。）








	４　その他参考となる事項





